
 

 

議案第７号 

 

令和８年度那須烏山市水道事業会計予算について 

 

令和８年度那須烏山市水道事業会計予算を次のとおり定めることについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和８年２月２５日提出 

 

那須烏山市長 川 俣 純 子 

 

令和８年度那須烏山市水道事業会計予算  

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度那須烏山市の水道事業会計予算は、次に定めるところによる。  

 

 

 （業務の予定量）  

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）給 水 戸 数                     ９，９５８ 戸 

 （２）年 間 総 給 水 量                      ２，３６３，３９２ ｍ３ 

 （３）一日平均給水量                   ６，４７５ ｍ３  

 （４）主要な建設改良事業（上水道整備費）      ２６１，５４７ 千円 

 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

            収         入 

 第１款 水 道 事 業 収 益                      ６０９，７７６ 千円 

  第１項 営 業 収 益                     ４７９，８５５ 千円 

  第２項 営 業 外 収 益                    １２９，９１８ 千円 

    第３項  特 別 利 益                           ３ 千円 

            支         出 

 第１款 水 道 事 業 費 用                     ５７８，３６４ 千円 

  第１項 営 業 費 用                    ５５２，９４２ 千円 

  第２項 営 業 外 費 用                     ２４，４２１ 千円 

    第３項  特 別 損 失                                      １  千円 

  第４項 予 備 費                      １，０００ 千円 

  



 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額２６１,３４８千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額

２２,６５６千円、減債積立金５０,０００千円、建設改良積立金９０,０００千円

及び過年度分損益勘定留保資金９８,６９２千円で補てんするものとする。） 

               収        入 

 第１款 資 本 的 収 入                     １９８，５１３ 千円 

第１項 企   業   債            １５０，０００ 千円 

  第２項 出 資 金                     ４５，４１０ 千円 

  第３項 負 担 金                      ３，１０３ 千円 

 

               支        出 

 第１款 資 本 的 支 出                     ４５９，８６１ 千円 

  第１項 建 設 改 良 費                    ２６１，８５７ 千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金                    １９８，００４ 千円 

 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと 

定める。 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

水道施設 

整備事業 

 

 千円 

 

 

150,000 

 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

2.5％以内 

(ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る資金について、

利率の見直しを行

った後において

は、当該見直し後

の利率) 

政府資金その他借入

先の融資条件によ

る。ただし、財政の

都合により据置期間

及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償

還又は低利に借換す

ることができる。 

 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり 

 と定める。 

（１） 営業費用及び営業外費用の間の流用 

 



 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に 

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を 

経なければならない。 

 （１）職 員 給 与 費            ６３，３９４千円 

 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、９，５８５千円と定める。 
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１　実 施 計 画

款 項 目 予定額 備　　　考

１水道事業収益 609,776

１営業収益 479,855

１給水収益 472,035 水道料金の収入予定額

２受託工事収益 1
給水装置の新設及び修繕の受託
工事による収入

３その他の営業収益 7,819
材料売却収益、手数料、他会計
負担金

２営業外収益 129,918

１受取利息及び
　配当金

2,315 預金利息等

２他会計補助金 74,598
基本料金減免に係る一般会計か
らの繰入金等

３長期前受金戻入 52,878
補助金・負担金等により取得し
た固定資産の減価償却費戻入

４消費税還付金 1

５雑収益 126 土地使用料等

３特別利益 3

１過年度損益修正益 1

２その他特別利益 2
賞与引当金戻入益、貸倒引当金
戻入益

令和８年度那須烏山市水道事業会計予算実施計画

（単位：千円）

収　　　　　　　　　　　　　　　入

収 益 的 収 入 及 び 支 出 （消費税含む）
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款 項 目 予定額 備　　　考

１水道事業費用 578,364

１営業費用 552,942

１原水及び浄水費 106,288 取水、滅菌設備の維持管理費

２配水及び給水費 75,469
配水池、配水管、その他送配水
に係る設備及び給水装置に附属
する量水器等の維持管理費

３受託工事費 3
給水装置の新設及び修繕の受託
工事に要する費用

４総係費 105,115
事業活動全般に関する費用、料
金の調定及びその他の業務に係
る経費

５減価償却費 264,915
地方公営企業法施行規則第13
条、第15条の規定による償却額

６資産減耗費 1,151
固定資産の除却費及びたな卸資
産の減耗費

７その他の営業費用 1 材料売却原価

２営業外費用 24,421

１支払利息及び
　企業債取扱諸費

16,730 企業債利息、一時借入金利息

２消費税 7,491 消費税及び地方消費税納付金

３雑支出 200 過年度水道料金還付金等

３特別損失 1

１過年度損益修正損 1

４予備費 1,000

１予備費 1,000

（単位：千円）

支　　　　　　　　　　　　　　　出
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款 項 目 予定額 備　　　考

１資本的収入 198,513

１企業債 150,000

１企業債 150,000

２出資金 45,410

１他会計出資金 45,410
簡易水道事業債の元金償還金に
係る一般会計からの繰入金等

３負担金 3,103

１加入金 2,002 新設等加入金

２他会計負担金 1,101 消火栓設置工事負担金等

款 項 目 予定額 備　　　考

１資本的支出 459,861

１建設改良費 261,857

１上水道整備費 261,547 水道施設及び配水管整備事業費

２固定資産購入費 310 新設に伴う量水器購入費等

２企業債償還金 198,004

１企業債償還元金 198,004 企業債償還元金

収　　　　　　　　　　　　　　　入

（単位：千円）

支　　　　　　　　　　　　　　　出

（単位：千円）

資 本 的 収 入 及 び 支 出 （消費税含む）
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      （単位：千円）

１資本的支出 １建設改良費 １上水道整備費 250,434 ○ 三箇浄水場遠方監視制御設備更新工事 4,791

○ 南大和久浄水場遠方監視制御設備更新工事 3,806

○ 城東第２取水場第１号取水ポンプ更新工事 7,370

○ 境東取水場第３号取水ポンプ更新工事 6,930

○ 五郎山配水池監視制御設備更新工事 6,710

○ 愛宕台送水ポンプ場監視制御設備更新工事 5,698

○ 国見増圧ポンプ場監視制御設備更新工事 5,830

○ 城東浄水場監視制御設備更新工事 9,691

○ 第４興野取水場監視制御設備更新工事 4,411

○ 第１城東取水場監視制御設備更新工事 4,411

○ 境東浄水場監視制御設備更新工事 7,051

○ 大木須配水池監視制御設備更新工事 5,698

○ 大木須送水ポンプ場監視制御設備更新工事 5,698

○ 大沢第３減圧弁交換工事 7,260

○ 小木須地区川戸減圧弁交換工事 6,805

○ 大木須送水ポンプ場水位調整弁更新工事 8,000

○ 高瀬地内配水管布設工事 14,500

○ 興野地内送水管更新工事 32,000

○ 大桶地内配水管更新工事 20,000

○ 水道庁舎浸水対策改修工事 55,700

○ 不断水バルブ設置工事 10,000

○ 配水管更新工事 10,000

○ 国見増圧ポンプ場受水槽光ファイバー水位計交換 4,037

○ 大木須送水ポンプ場受水槽光ファイバー水位計交換 4,037

250,434

２  建 設 工 事 一 覧 表

実施
計画

ページ
款 項

合　　　　　　計

目 金　　額

8

事　　業　　名
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３　予定キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 15,152,081

減価償却費 264,914,390

賞与引当金の増減額 189,000

貸倒引当金の増減額 △ 30,259

長期前受金戻入額 △ 52,878,771

受取利息及び受取配当金 △ 2,315,000

支払利息 16,727,946

貯蔵品の増減額 179,909

未収金の増減額 △ 248,315

小計 241,690,981

利息及び配当金の受取額 2,315,000

利息の支払額 △ 16,727,946

業務活動によるキャッシュ・フロー 227,278,035

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 238,078,460

有価証券の売却による収入 99,295,095

水道加入金収入 1,820,000

消火栓設置工事負担金収入 1,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 135,963,365

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 150,000,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 198,003,123

他会計からの出資による収入 44,571,733

　　資金に係る換算差額財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,431,390

　　資金に係る換算差額 0

　　資金増減額 87,883,280

　　資金期首残高 679,335,380

　　資金期末残高 767,218,660

令和８年度　那須烏山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）
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４　給　与　費　明　細　書

１  一  般  職
（１） 総  括 (単位:千円）

職員数

  （人）

本年度
損益勘定
支弁職員 8(1) 10,778

前年度
損益勘定
支弁職員 8(1) 10,504

比　較
損益勘定
支弁職員 274

※( )内は短時間勤務職員

本年度 1,194 300 449 2,500 425 7,706 6,549 1,255

前年度 1,794 300 449 2,400 359 7,549 6,217 634

比　較 △ 600 100 66 157 332 621

　ア　会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円）

職員数

  （人）

本年度
損益勘定
支弁職員 7

前年度
損益勘定
支弁職員 7

比　較
損益勘定
支弁職員

本年度 1,194 300 449 2,500 401 7,174 6,101 1,255

前年度 1,794 300 449 2,400 335 7,038 5,788 634

比　較 △ 600 100 66 136 313 621

　イ　会計年度任用職員 (単位:千円）

職員数

  （人）

本年度
損益勘定
支弁職員 1(1) 772

前年度
損益勘定
支弁職員 1(1) 716

比　較
損益勘定
支弁職員 56

※( )内は短時間勤務職員

本年度 24 532 448

前年度 24 511 429

比　較 21 19

職
員
手
当
の
内
訳

区  分 時間外

時間外

1,004

40

期  末

職
員
手
当
の
内
訳

区  分 扶  養 通  勤

区  分

1,004

合  　　　計

9,788 57,942

676

19,702

20,378

18,738 48,154

29,710

給      料 職員手当

給             与              費

計

19,374 49,084

29,416

備考

31,868

370

19,702

676

51,570

1,046

職 員 手 当 計

52,616

給             与              費

20,37832,238

1,320

63,394

62,074

共済費 合      計
報     酬 給      料

区  分

職
員
手
当
の
内
訳

294 636 930

通  勤 期  末

218

共  済  費

10,006

日  直

区  分 扶  養 住  居 管理職 時間外 日  直

区  分

期  末住  居 管理職

勤  勉

地　域 合  　　　計

636

18,738

19,374

管理職員
特別勤務勤  勉

管理職員
特別勤務 合  　　　計地　域

1,148

合      計 備      考

59,090

通  勤 勤　勉

964

備考

4,132

76 40 116 172

合      計
報     酬 給      料 職 員 手 当

2,452 964 3,416

共済費
計

2,528

給             与              費

3,532 4,304
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（２） 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円）

区  分

給料

扶養手当

時間外手当

通勤手当

期末手当

勤勉手当

地域手当

　ア　 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円）

区  分

給料

扶養手当

時間外手当

通勤手当

期末手当

勤勉手当

地域手当

　イ　 会計年度任用職員 (単位:千円）

区  分

給料

期末手当

勤勉手当 19

その他の増減分76

636

職
　
員
　
手
　
当

370

157

職
員
手
当

40
21

294

76

その他の増減分 294

増　減　額 増　減　事　由　別　内　訳 説　　　　　明 備　　　　　考

その他の増減分 40

その他の増減分

621

100

313

職
　
員
　
手
　
当

676

増　減　事　由　別　内　訳 説　　　　　明

その他の増減分 370

△ 600

その他の増減分 676

増　減　額

△ 600

66

増　減　額 増　減　事　由　別　内　訳 説　　　　　明 備　　　　　考

66

621

100

332

備　　　　　考

136
636
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（３） 給料及び職員手当の状況

    ア  職員一人当りの給与

    イ  初任給      (単位:円）

    ウ  級別職員数 (単位:人、％）

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

7 1 14.2
6

5 2 28.6

4 1 14.3

3 3 42.9

2
1

計 7 100.0

7 1 14.2

6
5 2 28.6

4 1 14.3

3 3 42.9
2
1
計 7 100.0

     級別の標準的な職務内容

７級

※暫定再任用職員等は除く

職       名
主　事
技　師

主　任 主　査 係　長
課長補佐
副主幹 主　幹

参　事
課　長

令 和 8 年 4 月 1 日
現 在

令 和 7 年 4 月 1 日
現 在

区       分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

※暫定再任用職員等は除く

大　学　卒 225,600 213,600

区分 級
一般行政職 技能労務職 教   育   職 企 業 職

一般行政職 技能労務職

区 　   分 一般行政職(本年度） 一般行政職(前年度）

高　校　卒 200,300 188,000

短　大　卒 213,100 201,000

42.11

令和7年4月1日

平 均 給 料 月 額
（ 円 ） 349,300

平 均 給 与 月 額
（ 円 ） 385,737

平均年齢（歳.月） 44.04

区                     分 一般行政職 技能労務職 教   育   職
企 業 職

一般行政職 技能労務職

令和8年4月1日

平 均 給 料 月 額
（ 円 ） 352,500

平 均 給 与 月 額
（ 円 ） 401,993

平均年齢（歳.月）
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    エ  昇　給

7

7

100.0%

7

7

100.0%

    オ  期末手当・勤勉手当

    カ  定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

    キ  地域手当

    ク  その他の手当

扶 養 手 当 同   じ

住 居 手 当 同   じ

通 勤 手 当 同   じ

国 の 制 度
（ 支 給 率 等 ） 24.586875 33.27075 47.709 47.709

区　　分
国の制度との
異　　　　同

差  異  の  内  容

支給対象地域 栃木県

支 　給　 率(%) 4.0

支給対象職員数(人) 7

国の指定基準に基づく支給率(%) 4.0

区　　分
２０年勤続の者

（月分）
２５年勤続の者

（月分）
３５年勤続の者

（月分）
最  高  限  度

（月分）
その他の

加算措置等
備  考

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

※暫定再任用職員等は除く

国の制度 2.325 2.325 4.650 有

前 年 度 2.300 2.300 4.600 有

区　　分
支  給  期  別  支  給  率 支給率計

（月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置 備           考

６月（月分） １２月（月分）

本 年 度 2.325 2.325 4.650 有

100.0%

前年度

職員数(A)（人） 7
昇給に係る
職員数 (B)（人） 7

比 率 (B)/(A) 100.0%

区        分 合   計 一般行政職 技能労務職 教   育   職
企 業 職

一般行政職 技能労務職

本年度

職員数(A)（人） 7
昇給に係る
職員数 (B)（人） 7

比 率 (B)/(A)
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５　令和８年度　予定貸借対照表

（令 和 9 年 3 月 31 日）

（単位：円）

　１　固定資産

　（１）有形固定資産

　　　イ  土地 90,111,604

　　　ロ  建物 704,779,618

　　　　　減価償却累計額 △ 476,252,390 228,527,228

　　　ハ  構築物 10,179,046,725

　　　　　減価償却累計額 △ 6,596,406,068 3,582,640,657

　　　ニ　機械及び装置 2,849,028,762

　　　　　減価償却累計額 △ 2,068,969,909 780,058,853

　　　ホ　車両及び運搬具 1,249,522

　　　　　減価償却累計額 △ 1,187,046 62,476

　　　ヘ　工具器具及び備品 54,116,712

　　　　　減価償却累計額 △ 9,449,390 44,667,322

　　　ト　建設仮勘定 39,362,728

　　　　有形固定資産合計 4,765,430,868

　（２）無形固定資産

　　　イ　電話加入権 165,026

　　　　無形固定資産合計 165,026

　（３）投資その他の資産

　　　イ　投資有価証券 100,000,000

　　　　投資その他の資産合計 100,000,000

　　　　固定資産合計 4,865,595,894

　２　流動資産

　（１）現金預金 767,218,660

　（２）未収金

      イ　営業未収金 6,730,475

　　　　　貸倒引当金 △ 154,537 6,575,938

　（３）貯蔵品 563,792

　（４）前払費用 260,780

　（５）その他流動資産 1,300,000

　　　　流動資産合計

　３　繰延資産 775,919,170

　　　　資産合計 0

5,641,515,064

令 和 ８ 年 度　那 須 烏 山 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

資 　　産　　 の　　 部
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　４　固定負債

　（１）企業債

979,235,228

　　　　企業債合計 979,235,228

　　　　固定負債合計 979,235,228

　５　流動負債

　（１）企業債

162,338,855

　　　　企業債合計 162,338,855

　（２）未払金 30,000,000

　（３）引当金

      イ　賞与引当金 5,352,000

　　　　引当金合計 5,352,000

　（４）その他流動負債 1,402,755

　　　　流動負債合計 199,093,610

　６　繰延収益

        長期前受金 2,301,230,116

　　　　長期前受金収益化累計額 △ 1,570,384,577

        繰延収益合計 730,845,539

　　　　負債合計 1,909,174,377

　７　資本金 3,315,959,903

　８　剰余金

　（１）資本剰余金

      イ　受贈財産評価額 171,600 171,600

　（２）利益剰余金

      イ　減債積立金 6,254,085

      ロ　建設改良積立金 241,463,625

      ハ　当年度未処分利益剰余金 168,491,474

　　　　利益剰余金合計 416,209,184

　　　　剰余金合計 416,380,784

　　　　資本合計 3,732,340,687

　　　　負債資本合計 5,641,515,064

負　　 債　　 の　　 部

      イ　建設改良費等の財源に
　　　　　充てるための企業債

      イ　建設改良費等の財源に
　　　　　充てるための企業債

資 　　本　　 の　　 部
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注 記 

Ⅰ．重要な会計方針 

  １ 資産の評価基準及び評価方法 

    たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    ・貯蔵品 先入先出法による原価法 

２ 固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く。） 

    (1)有形固定資産 

    ・減価償却の方法   定額法による。 

    ・主な耐用年数 

     建物        ３８年 

     構築物       ２５年～６０年 

     機械及び装置    １０年～２０年 

     車両運搬具     ４年～５年 

     工具、器具及び備品 ５年 

  ３ 引当金の計上方法 

    (1)賞与引当金 

      職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、

当年度の負担に属する額を計上している。（期末勤勉手当に係る法定福利費を含む。） 

    (2)貸倒引当金 

      債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更

生債権等についてはその全額を、回収不能見込額として計上している。 

    (3)退職給付引当金 

      職員の退職手当の支給に備えるため、退職事務組合に加入し負担金として対応しており、

将来的に追加負担が見込まれないため計上しない。ただし、追加的に引当の必要が生じると

見込まれる場合には、状況に応じ積み立てることとする。 

  ４ 消費税及び地方消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 

 

Ⅱ．予定貸借対照表等関連 

１ 企業債の償還に係る他会計の負担 

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定の 

ものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 24,443,460 円である。（七合地

区 22,248,136円、境地区 2,195,324円） 
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２ リース会計に係る特例措置 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準 

じた会計処理によっている。 

     

未経過リース料 

・上下水道料金システム    12,705,000円 

・公用車 

  車番 宇都宮 480 た 1195   58,676円 

   車番 宇都宮 480 た 7253   303,307円 

   車番 宇都宮 483 き 0411   666,193円 

 

３ 賞与引当金の取崩し 

    令和８年度において、期末勤勉手当の支給及び共済費を支出するため、賞与引当金 5,352千円

を取り崩した。 

   

４ 貸倒引当金の取崩し 

    令和８年度において、不納欠損による損失のため、貸倒引当金 185千円を取り崩した。 

 

Ⅲ．その他の注記 

  新会計基準移行に係る経過措置 

  １ みなし償却制度の廃止に伴う経過措置 

    平成 26年 3月 31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本 

剰余金として整理している額については、平成 26年 3月 31日以前に取得又は改良した資産 

で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべ 

ての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を 

対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。 
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６　令和７年度　予定損益計算書

令 和 ７ 年 度  那 須 烏 山 市 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

　１ 営業収益

　　（１）給水収益 501,060,000

　　（２）受託工事収益 0

　　（３）その他の営業収益 6,967,239 508,027,239

　２ 営業費用

　　（１）原水及び浄水費 108,107,456

　　（２）配水及び給水費 66,176,982

　　（３）受託工事費 0

　　（４）総係費 94,736,887

　　（５）減価償却費 264,924,208

　　（６）資産減耗費 1,500,000

　　（７）その他の営業費用 0 535,445,533

          営業損失 27,418,294

　３ 営業外収益

　　（１）受取利息及び配当金 1,248,000

　　（２）他会計補助金 2,113,297

　　（３）長期前受金戻入 57,147,818

　　（４）雑収益 124,102 60,633,217

　４ 営業外費用

　　（１）支払利息及び企業債
          取扱諸費

19,584,621

　　（２）雑支出 290,909 19,875,530 40,757,687

          経常利益 13,339,393

　５ 特別利益

　　（１）その他特別利益 0 0

　６ 特別損失

　　（１）過年度損益修正損 0 0

          当年度純利益 13,339,393

          前年度繰越利益剰余金 0

　　　　　その他未処分利益剰余金変動額 0

          当年度未処分利益剰余金 13,339,393
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７　令和７年度　予定貸借対照表

（令 和 8 年 3 月 31 日）

（単位：円）

　１　固定資産

　（１）有形固定資産

　　　イ  土地 90,111,604

　　　ロ  建物 645,052,344

　　　　　減価償却累計額 △ 460,167,358 184,884,986

　　　ハ  構築物 10,105,299,449

　　　　　減価償却累計額 △ 6,403,994,696 3,701,304,753

　　　ニ　機械及び装置 2,741,544,124

　　　　　減価償却累計額 △ 2,013,633,938 727,910,186

　　　ホ　車両及び運搬具 1,249,522

　　　　　減価償却累計額 △ 1,187,046 62,476

　　　ヘ　工具器具及び備品 43,704,712

　　　　　減価償却累計額 △ 8,367,375 35,337,337

　　　ト　建設仮勘定 52,655,456

　　　　有形固定資産合計 4,792,266,798

　（２）無形固定資産

　　　イ　電話加入権 165,026

　　　　無形固定資産合計 165,026

　（３）投資その他の資産

　　　イ　投資有価証券 100,000,000

　　　　投資その他の資産合計 100,000,000

　　　　固定資産合計 4,892,431,824

　２　流動資産

　（１）現金預金 679,335,380

　（２）未収金

      イ　営業未収金 6,482,160

　　　　　貸倒引当金 △ 184,796 6,297,364

　（３）有価証券 99,295,095

　（４）貯蔵品 743,701

　（５）前払費用 260,780

　（６）その他流動資産 1,300,000

　　　　流動資産合計 787,232,320

　３　繰延資産 0

　　　　資産合計 5,679,664,144

令 和 ７ 年 度　那 須 烏 山 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

資 　　産　　 の　　 部
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　４　固定負債

　（１）企業債

992,607,415

　　　　企業債合計 992,607,415

　　　　固定負債合計 992,607,415

　５　流動負債

　（１）企業債

196,969,791

　　　　企業債合計 196,969,791

　（２）未払金 30,000,000

　（３）引当金

      イ　賞与引当金 5,163,000

　　　　引当金合計 5,163,000

　（４）その他流動負債 1,402,755

　　　　流動負債合計 233,535,546

　６　繰延収益

        長期前受金 2,298,410,116

　　　　長期前受金収益化累計額 △ 1,517,505,806

        繰延収益合計 780,904,310

　　　　負債合計 2,007,047,271

　７　資本金 3,271,388,170

　８　剰余金

　（１）資本剰余金

      イ　受贈財産評価額 171,600 171,600

　（２）利益剰余金

      イ　減債積立金 56,254,085

      ロ　建設改良積立金 331,463,625

      ハ　当年度未処分利益剰余金 13,339,393

　　　　利益剰余金合計 401,057,103

　　　　剰余金合計 401,228,703

　　　　資本合計 3,672,616,873

　　　　負債資本合計 5,679,664,144

負　　 債　　 の　　 部

      イ　建設改良費等の財源に
　　　　　充てるための企業債

      イ　建設改良費等の財源に
　　　　　充てるための企業債

資 　　本　　 の　　 部
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注　記 

Ⅰ．重要な会計方針 

　　１　資産の評価基準及び評価方法 

　　　　たな卸資産の評価基準及び評価方法 

　　　　・貯蔵品　先入先出法による原価法 

２　固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く。） 

　　　　(1)有形固定資産 

　　　　・減価償却の方法　　　定額法による。 

　　　　・主な耐用年数 

　　　　　建物　　　　　　　　３８年 

　　　　　構築物　　　　　　　２５年～６０年 

　　　　　機械及び装置　　　　１０年～２０年 

　　　　　車両運搬具　　　　　４年～５年 

　　　　　工具、器具及び備品　５年 

　　３　引当金の計上方法 

　　　　(1)賞与引当金 

　　　　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、

当年度の負担に属する額を計上している。（期末勤勉手当に係る法定福利費を含む。） 

　　　　(2)貸倒引当金 

　　　　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更

生債権等についてはその全額を、回収不能見込額として計上している。 

　　　　(3)退職給付引当金 

　　　　　　職員の退職手当の支給に備えるため、退職事務組合に加入し負担金として対応しており、

将来的に追加負担が見込まれないため計上しない。ただし、追加的に引当の必要が生じると

見込まれる場合には、状況に応じ積み立てることとする。 

　　４　消費税及び地方消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 

 

Ⅱ．予定貸借対照表等関連 

１　企業債の償還に係る他会計の負担 

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定の 

ものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 42,053,778 円である。（南那須

地区 6,976,143 円、七合地区 26,917,251 円、境地区 8,160,384 円） 
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２　リース会計に係る特例措置 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準 

じた会計処理によっている。 

　　　　 

未経過リース料 

・上下水道料金システム　　　 17,787,000 円 

・公用車 

　　車番　宇都宮 480　た 1195　　338,516 円 

　　　車番　宇都宮 480　た 7253　  551,467 円 

　　　車番　宇都宮 483　き 0411　　947,353 円 

 

３　賞与引当金の取崩し 

　　　　令和７年度において、期末勤勉手当の支給及び共済費を支出するため、賞与引当金 5,163 千円

を取り崩した。 

　　 

４　貸倒引当金の取崩し 

　　　　令和７年度において、不納欠損による損失のため、貸倒引当金 795 千円を取り崩した。 

 

Ⅲ．その他の注記 

　　新会計基準移行に係る経過措置 

　　１　みなし償却制度の廃止に伴う経過措置 

　　　　平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本 

剰余金として整理している額については、平成 26 年 3月 31 日以前に取得又は改良した資産 

で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべ 

ての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を 

対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

- 23 -


